
議第１７号

   鶴岡市立小学校の再編計画について

鶴岡市立加茂小学校及び大山小学校の再編計画を別紙のとおり策定するも

のとする。

  平成２７年６月１７日提出

                     教育長 難 波 信 昭



加茂小学校・大山小学校 学校再編計画

平成２７年６月１７日

鶴 岡 市 教 育 委 員 会

１．学校統合について

  加茂小学校・大山小学校の２校は統合する。

２．統合の時期

  平成２９年４月１日に統合し、新校として開校する

３．統合新校の位置

  統合新校は、大山小学校の位置とする。



議第１８号

   鶴岡市立学校設置条例の一部改正について

鶴岡市立学校設置条例（平成１７年鶴岡市条例第８５号）の一部を別紙のと

おり改正するよう、市議会に提案方を市長に依頼するものとする。

  平成２７年６月１７日提出

                     教育長 難 波 信 昭



議第 号

   鶴岡市立学校設置条例の一部改正について

鶴岡市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成  年  月  日提出

                         鶴岡市長  榎 本 政 規

   鶴岡市立学校設置条例の一部を改正する条例

鶴岡市立学校設置条例（平成１７年鶴岡市条例第８５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号の表中

「

を

」

「

に、

」

「

を

」

「

に改め、同表

」

鶴岡市立福栄小学校の項及び鶴岡市立山戸小学校の項を削る。

   附 則

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

鶴岡市立羽黒第三小学校 鶴岡市羽黒町後田字下田元９番地

鶴岡市立羽黒第四小学校 鶴岡市羽黒町上野新田字弐反割１番地２

鶴岡市立広瀬小学校 鶴岡市羽黒町後田字下田元９番地

鶴岡市立温海小学校 鶴岡市温海字荻田２４０番地１

鶴岡市立五十川小学校 鶴岡市五十川字山之脇１８３番地２

鶴岡市立あつみ小学校 鶴岡市温海字荻田２４０番地１



議第１９号

鶴岡市立小学校・中学校管理規則の一部改正について

鶴岡市立小学校・中学校管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年６月１７日提出

教育長  難波 信昭

鶴岡市立小学校・中学校管理規則の一部を改正する規則

鶴岡市立小学校・中学校管理規則（平成１７年鶴岡市教育委員会規則第１３号）の一部を

次のように改正する。

第４条第１項中「、若しくは交通機関を利用するとき」を削り、同条中第２項を削り、同

条第３項中「中学校」を「小学校及び中学校」に改め、同項を同条第２項とする。

附 則

この規則は、平成２７年７月１日から施行する。


